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諮問日：令和７年８月１９日（令和７年度（情）諮問第６３号） 

答申日：令和８年３月３０日（令和７年度（情）答申第１１３号） 

件 名：松山地方裁判所における特定の期間の裁判官及び書記官で特定の資格を所

持している者が分かる文書等の不開示判断（不存在）に関する件 

答   申   書 

第１ 委員会の結論 

別紙記載の各文書（以下「本件開示申出文書」という。）の開示の申出に対

し、松山地方裁判所長が、別紙記載１及び５から１３までの申出に対し、同申

出に係る司法行政文書は作成し、又は取得していないとして不開示とした判断

及び別紙記載２から４までの申出に対し、同申出に係る司法行政文書は存在し

ないとして不開示とした判断（以下「原判断」という。）は、いずれも妥当で

ある。 

第２ 事案の概要 

   本件は、苦情申出人からの裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事

務の取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）記第２に定める開示の申出に対し、

松山地方裁判所長が令和７年３月２８日付けで原判断を行ったところ、取扱要

綱記第１１の１に定める苦情が申し出られ、取扱要綱記第１１の３に定める諮

問がされたものである。 

第３ 苦情申出人の主張の要旨 

別紙記載１及び５の各文書は作成又は取得されていて当然である。 

 別紙記載６及び７の各文書は「作成又は取得される」ものではなく、「いず

れも存在しない。」であるから、理由を是正すべきである。 

別紙記載８から１０までの各文書は作成又は取得されてしかるべきものであ

る。 

別紙記載１１及び１２の各文書の不開示は、松山地方裁判所の一部の職員が

漫然と業務にあたっていることによる。 
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 別紙記載１３の文書を作成又は取得していないのは不適当である。 

別紙記載２から４までの各文書につき、単に「存在しない」というのは意味

不明である。 

第４ 最高裁判所事務総長の説明の要旨 

１ 松山地方裁判所が、別紙記載１及び５から１３までの各文書につき、いずれ

も作成又は取得していないとして不開示としたことは、以下のとおり相当であ

る。 

  (1) 別紙記載１及び５の各文書 

松山地方裁判所において、別紙記載１及び５の各文書を探索したが、存在

しなかった。 

苦情申出人は、別紙記載１及び５の各文書は作成又は取得されていて当然

である旨主張するが、当該文書を作成又は取得すべきとする規範等はなく、

事務処理上も作成又は取得する必要がない。 

  (2) 別紙記載６及び７の各文書 

苦情申出人は、別紙記載６及び７の各文書が「作成又は取得される」もの

ではなく、「いずれも存在しない。」と理由を是正すべきである旨主張する。

しかしながら、松山地方裁判所において、別紙記載６及び７の各文書を探索

したが、当該文書は存在せず、当該文書を作成又は取得すべきとする規範等

はなく、事務処理上も作成又は取得する必要がないため、「作成又は取得し

ていない」ことを理由に不開示としたもので、当該判断に不合理な点はない。 

  (3) 別紙記載８から１０までの各文書 

    松山地方裁判所において、別紙記載８から１０までの各文書を探索したが、

存在しなかった。 

苦情申出人は、当該文書が作成は又は取得されてしかるべきものであるな

どと主張するが、別紙記載８及び９の各文書については、その申出内容から

明らかなとおり、別紙記載７の文書の存在を前提とする文書であり、また、
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別紙記載１０の文書に関しても、別紙記載７の文書が存在した上で、その対

応後の措置を前提としたものと整理できるところ、別紙記載７の文書を作成

又は取得していないことは前記(2)のとおりであるため、同文書の存在が前

提となる別紙記載８から１０までの各文書についても作成又は取得のないこ

とに不合理な点はない。 

  (4) 別紙記載１１及び１２の各文書 

    松山地方裁判所において、別紙記載１１及び１２の各文書を探索したが、

存在しなかった。当該文書を作成又は取得すべきとする規範等はなく、事務

処理上も作成又は取得する必要がない。 

    苦情申出人は、松山地方裁判所の一部の職員は刑事訴訟法もろくに読まず

に漫然と業務にあたっているなどと主張しているが、原判断の相当性を左右

するものではない。 

  (5) 別紙記載１３の文書 

    別紙記載１３の開示申出について、特定年月日の４日後に松山地方裁判所

が受領した補正書の記載に従い、松山地方裁判所において前同日現在に保有

する特定年月日付けで作成された苦情等の申出に係る決裁及び決裁添付資料

等一式と整理の上探索したが、存在しなかった。 

    苦情申出人は、当該書類を作成又は取得していないのは不適当であるなど

と主張しているが、特定年月日の４日後現在において当該文書を作成又は取

得していないことに不自然な点はない。 

２ 松山地方裁判所が、別紙記載２から４までの各文書につき、いずれも存在し

ないとして不開示としたことは、以下のとおり相当である。 

(1) 別紙記載２の文書 

松山地方裁判所において、別紙記載２の文書を探索したが、存在しなかっ

た。別紙記載２の文書は、精神保健福祉法（旧精神保健福祉法含む）及び家

事事件手続法（旧家事審判法含む）について、職員に周知徹底していること
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が分かる資料一式であるところ、松山地方裁判所において、各法の施行時か

ら本件開示申出時までの間に、当該文書を作成又は取得したのか否か及び作

成又は取得後に廃棄されたのか否かは判然としなかったことから、「存在し

ない」との理由により不開示とする判断に至ったものであり、この判断に不

合理な点はない。 

 (2) 別紙記載３及び４の各文書 

    松山地方裁判所において、別紙記載３及び４の各文書を探索したが、存在

しなかった。別紙記載３及び４の各文書は、「扶養義務者指定の申立て」の

実務運用にあたり、疑義照会等をしたことが分かる資料及び愛媛県等に周知

徹底したことが分かる資料一式であるところ、平成２６年４月から本件開示

申出時までの間に、当該文書を作成又は取得したのか否か及び作成又は取得

後に廃棄されたのか否かは判然としなかったことから、「存在しない」との

理由により不開示とする判断に至ったものであり、この判断に不合理な点は

ない。 

第５ 調査審議の経過 

   当委員会は、本件諮問について、以下のとおり調査審議を行った。 

① 令和７年８月１９日  諮問の受理 

  ② 同日         最高裁判所事務総長から理由説明書を収受 

  ③ 令和８年１月１６日  審議 

  ④ 同年２月２０日    審議 

  ⑤ 同年３月２３日    審議 

第６ 委員会の判断の理由 

１ 別紙記載１及び５の各文書について 

別紙記載１は松山地方裁判所の裁判官及び書記官で医学・福祉の分野の資格

を所持している者が分かる文書等であり、別紙記載５は特定事件の担当裁判官

が同事件の関係者でないことが分かる資料一式であるところ、最高裁判所事務



 

5 

 

総長は、松山地方裁判所において、別紙記載１及び５の各文書を探索したが、

存在しなかったことを説明する。苦情申出人は、別紙記載１及び５の各文書は

作成又は取得されていて当然である旨主張するが、当該文書を作成又は取得す

べきとする規範等があるとは認められず、事務処理上作成又は取得する必要が

あるとも認められないから、最高裁判所事務総長の上記説明が不合理であると

は認められない。 

２ 別紙記載６及び７の各文書について 

  別紙記載６は刑事事件が閲覧できない理由等について分かる資料、別紙記載

７は刑事事件の閲覧を拒否してよい理由等が分かる資料一式であるところ、最

高裁判所事務総長は、松山地方裁判所において、別紙記載６及び７の各文書を

探索したが、当該文書は存在しなかったことを説明する。苦情申出人は、別紙

記載６及び７の各文書について「いずれも存在しない。」と理由を是正すべき

である旨主張するが、松山地方裁判所において、当該文書を作成又は取得すべ

きとする規範等があるとは認められず、事務処理上作成又は取得する必要があ

るとも認められないため、「作成又は取得していない」ことを理由に不開示と

したとする最高裁判所事務総長の説明が不合理であるとは認められない。 

３ 別紙記載８から１０までの各文書について 

別紙記載８から１０までは、松山地方裁判所刑事部の刑事訴訟記録の閲覧に

関する対応が誤っていることを前提とする当該誤りの原因や経緯が分かる資料

一式及びその後の是正が分かる資料一式であるところ、最高裁判所事務総長は、

松山地方裁判所において、別紙記載８から１０までの各文書を探索したが、存

在しなかったことを説明する。苦情申出人は、当該文書が作成又は取得されて

しかるべきものであるなどと主張するが、当該文書を作成又は取得すべきとす

る規範等があるとは認められず、事務処理上作成又は取得する必要があるとも

認められないため、「作成又は取得していない」ことを理由に不開示としたと

する最高裁判所事務総長の説明が不合理であるとは認められない。 
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 ４ 別紙記載１１及び１２の各文書について 

   別紙記載１１は松山地方裁判所刑事部が精神保健福祉法４３条に定める刑事

事件に関する手続等について国、自治体、医療機関、本人、親族等にどのよう

に対応しているかを示す文書、別紙記載１２は松山地方裁判所刑事部が精神保

健福祉法４３条に定める刑事事件に関する手続等について実績がないのかを示

す文書であるところ、最高裁判所事務総長は、松山地方裁判所において、別紙

記載１１及び１２の各文書を探索したが、存在しなかったことを説明する。苦

情申出人は、各文書の不開示は、松山地方裁判所の一部の職員が漫然と業務に

あたっていることによるなどと主張するが、当該文書を作成又は取得すべきと

する規範等があるとは認められず、事務処理上も作成又は取得する必要がある

とは認められないから、最高裁判所事務総長の説明が不合理であるとは認めら

れない。 

５ 別紙記載１３の文書について 

   別紙記載１３は苦情申出人が松山地方裁判所に対して提出した特定年月日付

けで作成された「苦情等の申出書」に係る決裁、添付資料等一式であるところ、

最高裁判所事務総長は、松山地方裁判所において、別紙記載１３の開示申出に

ついて、特定年月日の４日後に松山地方裁判所が受領した苦情申出人作成の補

正書の記載に従い、松山地方裁判所において同日現在に保有する特定年月日付

けで作成された苦情等の申出に係る決裁及び決裁添付資料等一式と整理の上探

索したが、存在しなかったことを説明する。苦情申出人は、当該書類を作成又

は取得していないのは不適当であるなどと主張するが、苦情等の申出に係る書

面が作成された特定年月日の４日後の時点において当該書面に係る決裁、添付

資料等一式を作成又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明が不合

理であるとは認められない。 

６ 別紙記載２の文書について 

別紙記載２の文書は、精神保健福祉法（旧精神保健福祉法含む）及び家事事
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件手続法（旧家事審判法含む）について、職員に周知徹底していることが分か

る資料一式であるところ、最高裁判所事務総長は、松山地方裁判所において、

別紙記載２の文書を探索したが、存在しなかったこと、松山地方裁判所におい

て、各法の施行時から本件開示申出時までの間に、当該文書を作成又は取得し

たのか否か及び作成又は取得後に廃棄されたのか否かは判然としなかったこと

から、「存在しない」との理由により不開示としたことを説明する。別紙記載

２の文書が仮に作成又は取得されたことがあったとしても、特定の法律につい

て職員に周知するための資料であって、内容が軽微かつ簡易なものであるとい

えるから、平成２４年１２月６日付け最高裁判所事務総長通達「司法行政文書

の管理について」（以下「管理通達」という。）記第４の３(4)に定められた

内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であって用済み後廃棄される短期保有文書

に該当する。よって、仮に別紙記載２の文書が作成又は取得されたとしても本

件開示申出時においてこの種の文書は既に廃棄されていると考えられ、最高裁

判所事務総長の説明に不合理な点があるとは認められない。 

７ 別紙記載３及び４の各文書 

別紙記載３及び４の各文書は、「扶養義務者指定の申立て」の実務運用にあ

たり、疑義照会等をしたことが分かる資料及び愛媛県等に周知徹底したことが

分かる資料一式であるところ、最高裁判所事務総長は、松山地方裁判所におい

て、別紙記載３及び４の各文書を探索したが、存在しなかったこと、平成２６

年４月から本件開示申出時までの間に、当該文書を作成又は取得したのか否か

及び作成又は取得後に廃棄されたのか否かは判然としなかったことから、「存

在しない」との理由により不開示としたことを説明する。別紙記載３及び４の

各文書が仮に作成又は取得されたことがあったとしても、特定の法律について

照会や周知をした資料であって、内容が軽微かつ簡易なものであるといえるか

ら、管理通達記第４の３(4)に定められた内容が軽微かつ簡易な司法行政文書

であって用済み後廃棄される短期保有文書に該当すると考えられ、既に廃棄済
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みであったとしても不自然ではなく、最高裁判所事務総長の説明に不合理な点

があるとは認められない。 

８ そのほかに、松山地方裁判所において本件開示申出文書を保有していること

をうかがわせる事情は認められない。 

９ 以上のとおり、原判断については、松山地方裁判所において、本件開示申出

文書を保有していないと認められるから、いずれも妥当であると判断した。 

情報公開・個人情報保護審査委員会 

 

委 員 長    髙  橋     滋 

 

委   員    長  戸  雅  子 

 

委   員    川  神     裕 
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別紙 

１ 松山地方裁判所の１９８６（昭和６１年）から２０２４年（令和６年）現在に

至るまで裁判官及び書記官で、医師・看護師・精神保健福祉士・社会福祉士・診

療情報管理士等の医学・福祉の分野の資格を所持している者が分かる資料や一覧 

２ 松山地方裁判所が精神保健福祉法（旧精神保健福祉法含む）及び、家事事件手

続法（旧家事審判法含む）について、松山地方裁判所の裁判官・書記官をはじめ

職員に周知徹底していることが分かる資料一式 

３ 旧精神保健福祉法の保護者制度が廃止（平成２６年４月）となったものの、第

三親等にあたる者には依然「扶養義務者の指定の申立て」が必要となっている。

ついては、松山地方裁判所が実務運用にあたって、国（特に厚生労働省・松山家

庭裁判所等）に疑義照会等をしたことが分かる資料。 

４ 旧精神保健福祉法の保護者制度が廃止となったものの、第三親等にあたる者に

は依然「扶養義務者の指定の申立て」が必要となっている。ついては、松山地方

裁判所が実務運用にあたり、管下の愛媛県や松山市等の市町村・保健所（県・市

町村）や医療機関はもとより、本人の第三親等にあたる方）に周知徹底したこと

が分かる資料一式 

５ 裁判体（Ａ、Ｂ、Ｃ）が本事件（松山地方裁判所特定事件等）の関係者でない

ことが分かる資料一式 

６ 刑事事件が閲覧できない理由等について分かる資料 

７ 松山地方裁判所の刑事部が、国民からの刑事事件の閲覧について、法的根拠は

刑事事件の基本法である刑事事件訴訟法に記載があるにも関わらず、法的根拠が

ないとして閲覧を拒否してよい理由ややむをえない事情が、それが分かる資料一

式 

８ 松山地方裁判所の刑事部の対応７が誤っているとするのであれば、その過ちは、

松山地方裁判所等の組織ぐるみであるか、はたまた、松山地方裁判所刑事部の訟

廷管理官Ｄ及び（又は）主席訟廷管理官Ｅ等の一部の職員によるものであるのか
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分かる資料一式。 

９ 松山地方裁判所の刑事部の対応７が誤っているとするのであれば、いつからそ

のような虚偽説明をしてきたのか事実確認及びその経緯が分かる資料一式。 

１０ 松山地方裁判所が、事後どのように是正がなされるのか分かる資料一式。 

１１ 松山地方裁判所刑事部は、精神保健福祉法（旧精神保健福祉法）第４３条）

に定める刑事事件に関する手続等の関係について、国・都道府県・市町村・医療

機関・本人（精神病者・精神障害者）・家族等・第三親等にあたる者等にどのよ

うに対応しているのか（具体的には刑事事件とする手続きはいつ行うべきか、愛

媛県下では、家族等や第三親等にあたる者は一般人通報が機能していないので警

察官通報として対応していく、入院中の患者に他害行為があった場合の刑事事件

手続きの進め方等）。 

１２ 松山地方裁判所刑事部において、精神保健福祉法（旧精神保健福祉法）第４

３条）に定める刑事事件に関する手続等の関係について、そもそも実績そのもの

がないのか。 

１３ 松山地方裁判所に対して、特定年月日付「苦情等の申出書」にかかる決裁、

添付資料等一式 

 


